　　年　　月　　日
（宛先）右京区長


右京区まちづくり支援制度助成金により購入する
備品の取扱いに関する誓約書


私は，右京区まちづくり支援制度助成金により購入する以下の備品について，事業期間終了後も，当該備品の減価償却期間中は，当該備品の処分（譲渡・　　　売却等）を行いません。
団体の解散等，やむを得ない事情により当該備品の処分が必要となった場合には，速やかに右京区役所と協議を行います。
上記の事情がなく処分を行った場合には，助成金の全部又は一部を返還します。


団体等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


備品の内容等
	名　　　称
	購入年月
	耐用年数（年）

	
	
	



